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１．医師の働き方改革―これまでの経緯

　働き方改革とは、働く人々が個々の事情に応じた

多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるように

するための改革である。平成29年（2017年）に「働

き方改革実行計画」がまとめられ、これに基づいて

平成30年（2018年）６月29日に「働き方改革関連法」

が国会で可決・成立し、平成31年（2019年）４月１

日に施行された。

　しかし、医師などいくつかの業種においては、急

激な変化を起こすことによる弊害を避けるために、

５年後を目途に規制を適用することとして、医療界

の参加の下で検討の場を設け、規制の具体的な在り

方や労働時間の短縮策等について検討し、結論を得

るとされていた。医師の行為は国民の生命と健康に
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　医師の働き方改革に関する検討会において、医師

に適用される時間外労働の上限は基本的に年間960

時間（Ａ水準）と設定された。しかし、地域医療の

崩壊を防ぐ観点から、この基準を超える医師が勤務

する医療機関（Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準）においては、

2024年までに医師労働時間短縮計画や健康確保措置

の体制を整え、評価センターの評価を経て都道府県

からの指定を受ける方針となった。個々の医師の労

働時間に関しては、自己研鑽との区別、宿日直の扱

い、副業・兼業の実態などを考慮しながら正確に把

握した上で、各医療機関において多角的な視点から

時短計画を立てる必要がある。さらに追加的健康確

保措置として、長時間労働医師に対する面接指導や

連続勤務時間制限・勤務間インターバル確保などの

対策も義務づけられる。日本医師会が評価センター

業務を担うが、地域医療体制の確保を大前提として、

各医療機関への支援を行う方針となっている。

指標の ポイント

直結しており、労働時間制限への拙速な対応により、

救急医療をはじめとしたさまざまな方面への影響が

考えられるためである。そこで、平成29年（2017年）

８月から、「医師の働き方改革に関する検討会」が

立ち上げられ、平成31年（2019年）に最終的な報告

書がまとめられた。

　その結果、令和６年（2024年）までに各医療機関

において適切な医師労働時間短縮計画や健康確保措

置を実行してその評価を受け、都道府県による指定

を条件とする制度が作られ、本年度からその評価シ

ステムが動き出す準備が進められている。

２．医師の働き方改革の概要（図１）

図１

出典：第79回社会保障審議会医療部会　参考資料

医師の働き方改革　全体像



4令和4年6月1日　北海道医報　第1245号

ている。しかし、現状において地域医療提供体制を確

保する観点から、現状の医師の勤務時間分布における

上位１割に当たる時間の近似値を用いて、暫定的に年

間1,860時間が上限として設定された。さらに、こう

した水準をおくにあたって、医師に対する追加的健康

確保措置を義務づけることが決定された（図２）。

　従って、医療機関においては、医師の時間外労働時

間が年間960時間（あるいは月100時間）以内のＡ水準

にすることが最終目標とされるが、地域医療提供体制

の確保の観点からやむを得ずＡ水準を超えて勤務させ

る必要のあるＢ水準、主な勤務先の勤務だけでは960

時間を超えないが副業・兼業先の勤務を加えると960

時間を超える連携Ｂ水準、初期・後期研修医が基礎的

な技術や能力を習得する際に適用されるＣ１水準、臨

床従事６年目以降の医師が高度技能習得を目指す際に

図２

図３

　2024年以降、診療従事勤務医に適用される時間外労

働の上限基準（Ａ水準）は、年間960時間あるいは月

100時間と設定された。これは、脳・心臓疾患の労災

認定基準を考慮したものとされている。令和17年（2035

年）にはすべての医療機関がこの基準を満たすことを

目標として労働時間の適正化に努めることが要求され

適用されるＣ２水準が設けられた。Ｂ・Ｃ水準の適用

にあたっては、当該医療機関と地域医療提供体制の観

点からその取組が医療機関勤務環境評価センター（以

後,評価センター）において個別に評価され、都道府

県による指定を受けて適用されることとなった。Ｂ水

準・連携Ｂ水準・Ｃ１水準・Ｃ２水準は、指定を受け

た医療機関に所属するすべての医師に適用されるので

はなく、指摘される事由となった業務に従事する医師

にのみ適用されることになる（図３）。

出典：第11回医師の働き方改革の推進に関する検討会　参考資料

出典：第11回医師の働き方改革の推進に関する検討会　参考資料
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　さらに、追加的健康確保措置として、連続勤務時

間制限が28時間まで、勤務間インターバルが９時間、

代償休息の確保が義務づけられ、月の上限を超える

場合の面接指導と就業上の措置も必要とされている。

　病院全体として医師の時間外勤務時間が年間960

時間以内という基準を達成可能な、いわゆるＡ水準

の施設においては、評価センターによる審査を受け

る必要はない。ただし、月あたりの時間外勤務が月

の上限を超えた場合には面接指導を行うことが義務

とされ、追加的健康確保措置としての連続勤務時間

制限・勤務間インターバル確保・代償休息付与が努

力義務とされている。

３．医療機関が行うべき課題

　勤務環境改善に取り組むにあたって、その進め方

の全体像が提案されている（図４）。各ステップに

おける重要点を以下に概説する。

１）トップによる方針表明（ステップ１）

　医師の労働時間短縮を医療機関全体の組織的な取

組とするために、まず医療機関のトップがその取組

の必要性について職員に説明を行い、そのコンセプ

トが医師ばかりでなく職員全体に共有されることが

重要となる。自医療機関のミッション・ビジョンを

明確化し、労務管理について管理職や医師を対象に

研修を企画し、医師の労働時間管理についての新し

いルールを病院全体に周知することが必要である。

２）体制整備（ステップ２）

　医師の労働時間短縮に取り組む実践チームを立ち

上げて（既存の委員会を活用してもよい）プロジェ

クトを推進する体制作りが必要となる。チームの体

制として、関連する多職種を交えた組織横断的なチ

ームであること、トップが積極的に関与して包括的

管理体制がとれること、チームの活動が職員全体に

情報共有されることが重要である。

図４　医師の労働時間短縮に向けた取組の進め方

３）現状分析―医師の労働時間の把握と問題点の明

確化（ステップ３）

　上記のとおり、医師の労働時間が最も重要な指標

となる制度であり、各医療機関における医師それぞ

れの労働時間の実態を把握することが第一に必要と

なる。各医師の出退勤時間を正確に把握して、医師

の時間外勤務の実態を確認し、自院がＡ水準でいけ

るのか、あるいはＢまたはＣ水準の認可が必要にな

るのかを判断しなければならない。

　医師の労働時間は、病院内に滞在している時間す

べてを意味するのではなく、実作業時間と手待ち時

間など一定の拘束を受けている時間を合算したもの

である（図５）。そこで特に問題となるのが、自己

研鑽と労働との区別、宿日直時間の取り扱い、そし

て副業・兼業の取り扱いである。

図５　医師の労働時間

出典：医療機関勤務環境評価センター評価者養成講習テキスト

出典：「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム
導入の手引き（詳細説明版資料）平成31年３月



6令和4年6月1日　北海道医報　第1245号

①研鑽と労働の区別

自己研鑽とするか、労働時間とみなすかの基本的

な基準は、業務上必須かどうか、必須でなくても

上司の指示があるかという点となる。各病院にお

いて、自己研鑽と労働の区別を具体的に明示し、

医師が的確にそれを申請し、管理者が確認する仕

組みと、その記録の保存も必要となる。

②宿日直の扱い

労働基準監督署長による宿日直許可を得ている宿

日直業務は労働時間とはみなされないが、許可を

得ていないものは労働時間としてカウントしなけ

ればならない。宿日直許可が得られるのは、「時

間外または休日に断続的な業務に従事するもの。

原則として非常事態発生などに備えて待機するも

ので、常態としてほとんど労働する必要のない勤

務」とされている。許可は、申請書と各種添付書

類を労働基準監督署へ提出し、監督官による実地

調査・対象医師へのヒアリングを経て許可書が交

付される。

宿日直許可が得られないような、通常勤務と同

程度の業務を必要とされる場合は夜勤としての

取り扱いとなり、連続勤務時間や勤務間インタ

ーバルの規定を遵守した勤務スケジュールを組

むことが必要となる。

③副業・兼業

副業・兼業の労働時間管理は自己申告をベースと

し、主たる勤務先は、把握した勤務時間に基づき、

追加的健康確保措置（連続勤務時間制限・勤務間

インターバル）を遵守しうるシフトを組むことが

要求される。副業・兼業先との往復時間は通常労

働時間に該当しないが、移動中の怪我などは通勤

災害として労災保険の適用となる。

４）目標設定・計画策定（ステップ４,５）

　現状確認を行った上で2024年度の労働時間削減達

成までの目標を設定し、複数の視点から包括的に取

り組むべき実施項目を検討することが必要になる。

この段階においては、管理者・職員ばかりでなく患

者にも意識改革を促す取り組みが重要となり、特に

医師をはじめとする現場の意見を聞く仕組み作りが

重要といわれている。

　この段階で重要となるのは、以下の４点である。

①医療機関内の労働時間短縮の取り組みへの支援：

タスクシフト・シェア、変形労働時間制の導入、

ICTの活用、マネジメント改革などの勤務環境

改善、それらの導入に向けた予算措置など

②地域医療に関する取り組み：地域医療構想と医

師偏在対策を推進すること

③国民への上手な医療のかかり方の普及啓発

④地域及び医療機関における実態把握と実例づくり

　このような重点ポイントを参考に、各医療機関が

その実態に合わせて実現可能な計画を作成し、推進

チームを中心として各部署スタッフとコミュニケー

ションをとりながら、実施項目の導入・展開を目指

すことになる。

　さらに、医療機関における産業保健活動を推進して

包括的な健康管理体制を整えることも必要となる。特

に、追加的健康確保措置において義務とされている、

連続勤務時間制限や勤務間インターバル確保を遵守し

た勤務シフトを組むことが必要となる（図６）。さらに、

長時間勤務者に対する面接指導を実施しうる体制を整

えることも必要であり、産業医をはじめとした面接指

導実施医師の選任・準備を行わなければならない。

５）取り組みの実施・評価・改善（ステップ６，７）

　計画された具体的な活動は多岐にわたることが多

く、業務全体の効率化・各職種の役割分担と働きや

すさへの取り組みでもある。実施しやすい課題から

順に取り組み、新たな問題が生じた際には柔軟に対

応することが求められる。

　設定した目標に対して現状がどのようであるかを

評価することも重要であり、あらかじめ評価の手順

や実施者を決めておくとよい。このような過程をと

おしてPDCAサイクルを回し、労働時間短縮につな

がるよう取り組みを継続することが肝要である。

図６

出典：第２回医師の働き方改革の推進に関する検討会（2019年９月２日）資料改変
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４．評価センターによる評価の実際

　Ｂ、連携Ｂ、Ｃ水準の指定を受けるにあたり、医

療機関は前述したような対策を講じた上で、評価セ

ンターによる第三者評価を受け、その結果をもって

都道府県による特例水準医療機関の指定を受ける流

れとなる。評価センターは厚生労働大臣による指定

を受けた組織で、その中に事業運営委員会・評価委

員会などが設置され、組織としての中立性・客観性

が担保されている（図７）。実際に評価を行う医療

サーベイヤー・労務管理サーベイヤーはこの評価機

能からの委嘱を受け２人一組で業務を行うとされて

いる。サーベイヤーは全国で367人、（北海道では医

師12人、社会保険労務士７人）が選出されており、

現在ｅラーニングによる研修が進行中で、本年秋頃

から実際の評価業務が開始される予定である。

　実際の評価は、本年度には原則として書面で行わ

れる予定であるが、必要に応じて2023年度に訪問評

価も実施されることになっている。書面評価に用い

られる自己評価調査票は、ストラクチャー（労務管

理体制）48項目・プロセス（医師の労働時間短縮に

向けた取組）30項目・アウトカム（取組実施後の評価）

10項目という３つの視点（全88項目）から構成され

ており、各項目に記載された基準が満たされるよう

に医療機関の体制を整えていく準備が必要とされ

る。現在、評価センターにおいては、評価基準マニ

ュアルの作成作業に入っている段階であり、本年秋

から実質的な書面評価が開始される見通しである。

　この評価機能は、申請されたＢ・Ｃ水準を指定す

るための評価を行う役割を担うものであるが、労働

時間短縮への取組を行う医療機関に対して取り締ま

ったり罰則を与えたりするものではなく、体制が整

備されていない医療機関に対して、取組の支援を行

うものであるというのが日本医師会の考え方となっ

ている。

５．日本医師会による支援の動き

　日本医師会では、医師の働き方改革に関し、①宿

日直許可、②評価機能の指定、③長時間労働医師の

面接指導医の育成、の３点について支援体制を発表

している。

①多くの医療機関で課題となっている宿日直許可

については、日本医師会・四病院団体協議会・

全国有床診療所連絡協議会の連名による、医師

独自の宿日直許可基準の策定を求める要望書を、

厚生労働大臣に手渡した。その後、「宿日直の許

可申請に関する相談窓口」が設置されたところ

であり、今後、相談窓口に寄せられる現場の声

も踏まえて、宿日直許可自体の基準や回数等が

医師独自の基準となることが期待されている。

②評価機能の指定においては、日本医師会が評価

センターに指定され、すでにサーベイヤー研修

も開始されており、評価申請システムの構築が

進められている。そして、大学病院・一般病院

に対して、「急激な労働時間短縮で地域医療に

ひずみが生じることのないよう、地域全体を俯

瞰してＢ水準、連携Ｂ水準、Ｃ２水準の申請を

していただきたい」とのメッセージを配信し、

各都道府県においても、地域医療をしっかりと

維持できるよう状況を見てほしいとの呼びかけ

を行っている。

③長時間労働医師の面接指導医の育成としては、

ｅラーニング研修教材策定の検討委員会で、実

際の研修プログラムが取りまとめられている段

階である。

図７

出典：第11回医師の働き方改革の推進に関する検討会　参考資料
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　日本医師会としては、労働時間短縮の取組、医師

の健康確保などさまざまな課題があることを認識し

つつ、都道府県医療勤務環境改善支援センターと連

携し、地域医療の崩壊を防ぐために医療機関への支

援を継続する方針である。

参考資料

１）第79回社会保障審議会医療部会　参考資料

２）第11回医師の働き方改革の推進に関する検討会

参考資料

３）「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネ

ジメントシステム導入の手引き（詳細説明版資

料）平成31年３月

４）医療機関勤務環境評価センター評価者養成講習

テキスト

５）第２回医師の働き方改革の推進に関する検討会

（2019年９月２日）

６）医師の働き方改革の進捗状況ついて：プレスリ

リース/「日医君」だより/日医ニュース
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医 の 倫 理 綱 領
日本医師会

医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の維持増進、
さらには治療困難な人を支える医療、苦痛を和らげる緩和医療をも包含する。
医師は責任の重大性を認識し、人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、
その進歩・発展に尽くす。１．

医師は自らの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。２．

医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容
についてよく説明し、信頼を得るように努める。３．

医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。４．

医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の
遵守および法秩序の形成に努める。５．

医師は医業にあたって営利を目的としない。６．


